
宗教法人運営のための
法律入門

宗教法人の管理運営　12

作成・監修 弁護士　長谷川正浩

仮代表役員・仮責任役員②

「
ぶ
っ
ぽ
う
そ
う
（
仏
法
僧
）」
で
は
専
門
家
や
大
人
だ
け
で
は
な
く
、

子
ど
も
で
も
分
か
り
や
す
い
言
葉
や
内
容
を
心
が
け
て
、

日
々
の
生
活
に
役
立
ち
活
か
し
て
い
け
る
法
話
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

法
話

12

ぶっぽ
う
そ
う

　令和3年を迎え、今年こそ良い年にしたいと誰もが願っておられるでしょう。しかし
現実は、コロナ感染禍や複雑な国際情勢または人種差別など、泰平とは言いがたい多く
の問題が目白押しです。
　特に国内外で目立つのは「分断」という人と人との繋がりの断絶です。権利や利益を
主張するあまり、他の人の立場を省みず差別や対立を招き、争い・憎しみの度合いを増
していますが、果たして本来人間はこのようなことを望んでいるのでしょうか。
　興味深い研究報告があります。カナダ・ブリティッシュ・コロンビア大学のエリザベ
ス・ダン博士によると、「与える喜びは人間の基本的な欲求である。カナダの大学生に現
金を渡し、自分のためにお金を使うグループと、自分以外のためにお金を使うグループ
に分けたところ、人のためにお金を使ったグループのほうが、はるかに幸福度が高く
なっていた。これについては、ウガンダのような貧しい国でも同じ研究結果が出てい
る」とのことで、これは他者との良好な関係が幸福感を高めるということになり、人間
は一人ではなかなか幸せを感じることは出来ないということの証明になるのではない
かと思います。
　日蓮聖人は、「異体同心なれば万事を成し、異体異心なれば諸事叶事なし」と、身体は
異なっても心が同じで繋がっていればあらゆる事が成就すると仰っておられます。お
互いすぐに理解できなくても、互いに思いやり尊重すれば、距離は近づいてゆくのでは
ないでしょうか。周囲の環境や情勢が調わなくても、一人一人の心が相手を思う温かく
て清らかなものであることこそが大切なのでしょう。
　『維摩経』には「浄土（清らかな国土）を得ようとするなら、そこにいる者の心が浄くな
ければならい」と説かれ、『法華経』には「周りの状況に染まること無く正しい道を歩む
ということは、泥の中に咲く清浄な蓮華の花のように美しい心を持ち続けることであ
る」とも説かれています。
　目の前の状況や困難はなかなか変わらないし無くならないかもしれないけれど、清
く美しい蓮華のような心を持てるように自らが変われば、周りの世界が
違ったものに見えて来るかもしれません。このような時代であるからこそ、
互いに尊敬し合って前向きに希望を持ち、日々を過ごすことを心がける必
要があるでしょう。
　最後に優れた先人の言葉を添えたいと思います。
「一生の間に一人の人間でも幸福にすることが出来れば、自分の幸福なのだ」
（川端康成）

株橋隆真プロフィール

　仮代表役員は宗教法人の機関であり，代表役員の代理人ではありません。仮代表役員と宗教法人との法律上の関係は，宗教法人の他の機
関と同じく委任に類似した契約関係です。
　この法律関係は仮代表役員に就任することによって発生します。仮代表役員の宗教法人に対する責任は，委任に準じるもので，代表役員と
全く同じです。また，宗教法人の代表者として第三者に対する不法行為責任を負う場合もありますから注意が必要です（宗教法人法第１１条）。

＜仮代表役員と宗教法人との関係＞　

　仮代表役員の職務は，代表役員と宗教法人との利益相反事項に限定されています（宗教法人法第２１条３項）。そして，その事項についての処理
が終われば任務は終了し，そこで退任することになります。つまり仮代表役員は，宗教法人の一時的・臨時的な機関ということです。
　また，代表役員の代務者が選ばれている場合にも，代表役員代務者と宗教法人との利害が相反するときには仮代表役員を置く必要があります。

＜職務の限定＞

①形式的利益相反事項
　例えば，宗教法人所有の財産を代表役員が個人の立場で購入したり，逆に代表役員個人が所有する財産を宗教法人に対して有償で譲渡
する場合があげられます。そのほかには，代表役員が宗教法人から金銭の貸付けを受けること，代表役員個人の借金のために宗教法人が財
産を担保に提供すること，代表役員個人の事業に宗教法人の財産を無償で利用することなどがあげられます。また，法人が解散する場合，残
余財産を解散当時の代表役員に帰属させることは，利益相反事項に当たります。浄土真宗系の寺院の多くはこのようになっています。
②実質的利益相反事項
　例えば，宗教法人の責任が認められると代表役員個人が責任を免れたり，逆に宗教法人が責任を免れれば代表役員が責任を負ったりす
る場合がこれに当たります。
　また，代表役員個人にお金を貸した相手が代表役員個人ではお金を約束通り返してもらえそうもないと考えて，連帯保証人である宗教法
人を相手取って訴訟を起こした場合，その代表役員が当該宗教法人を代表して応訴することはできません。この場合には仮代表役員を選任
しなければなりません（宗教法人令第２１条１項前段の場合について，昭和２９・８・２洲本簡裁判決，『下級裁判所裁判例集』５・８・１２１５）。
③利益相反事項に当たらない場合
　ａ贈与
　代表役員が自分で所有している不動産を宗教法人に贈与するような場合は，宗教法人に不利益を及ぼすおそれはありませんから利益相
反行為に当たりません。
　ｂ合併
　ところで宗教法人の合併のとき，それぞれの宗教法人の代表役員が同一人である場合にその合併すること自体が利益相反事項になるか
どうかという問題があります。合併行為は，利害の一致する共同行為に当たると考えられるため，利益相反事項とはならないという取り扱
いになっています。

＜利益相反事項＞　

　仮代表役員の職務権限は，代表役員と宗教法人との利益相反事項に限られます。そしてこの事項に関する限り，法人を代表し事務を処理
する権限をもちます（宗教法人法第２１条３項）。

＜職務権限＞　

　仮代表役員の資格とその選任の方法は，各法人の自主性にまかせられており，規則で定められます（宗教法人法第１２条１項５号）。
　仮代表役員になることのできない欠格事由は，代表役員の場合と同じです（宗教法人法第２２条）。
　選任の方法は，特定の地位にある人を充てる場合，代表役員ではない責任役員の互選による場合，責任役員以外の機関が選ぶ場合等があ
ります。
　各宗教法人は任意にその方法を規定できますが，代表役員と関係の深い親族や縁故者等を選ぶことはその趣旨からいって避けるべきで
しょう。

＜資格・任期＞　

　仮代表役員の任務は，利益相反事項が処理されれば終了し，そこで退任することになります。
　このように仮代表役員は一時的・臨時的な機関ですから，登記の必要はありません（昭和３０・９・９，民事甲１９２４）。
 

＜退任＞　

　仮代表役員は，代表役員と法人との利害が相反する場合に，代表役員に代わって宗教法人の代表行為を行う者のことです（宗教法人法第
２１条１項）。
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